
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年５月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４広第１７号 

事故等種類 衝突（岸壁） 

発生日時 平成２５年１２月３日 １６時３０分ごろ 

発生場所 広島県広島港第１区 

 広島県広島市所在の広島港元宇品東防波堤北灯台から真方位 

２８４°２４５ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２０.８′ 東経１３２°２７.８′） 

事故等調査の経過  平成２６年１月２９日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

引船 第十一利
とし

丸、１００.１８トン 

１１４７９６、和佐興業株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、五級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 右舷船尾部に凹損 

岸壁 なし 

 事故等の経過  本船は、船長ほか３人が乗り組み、広島港において、着岸作業中、

船長が岸壁までの距離を把握せずに航行を続け、平成２５年１２月３

日１６時３０分ごろ右舷船尾部が岸壁に衝突した。 

気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

日没時刻：１７時００分 

その他の事項  船長は、船尾部署にいた乗組員に岸壁までの距離を報告するように

指示していたが、本事故当時、乗組員の報告が遅れ、岸壁までの距離

を把握していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、広島港で着岸作業中、船長が岸壁までの距離を把握せずに作

業を続けたことから、右舷船尾部が岸壁に衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が広島港で着岸作業中、船長が岸壁までの距離を把

握せずに作業を続けたため、右舷船尾部が岸壁に衝突したことにより

発生したものと考えられる。 

参考 船長は、本事故後、乗組員全員にトランシーバーを支給し、各部署

が岸壁への接近状況を報告するように指導した。  


